
様式第1（第5条関係）

美浜町長　様

年 月 日

（支援対象者との続柄又は関係：　　　　　　　）

〒

自宅： 携帯：

年 月 日

自宅電話： 携帯電話：

身長： ｃｍ 体重： ㎏ ひげ：

体格：　太っている　・　ふつう　・　やせている 眼鏡等：　有　・　無

住所・氏名が　言える　・　言えない

運転免許経歴：　有　・　無 現在の運転：　可能　・　不可

医療機関名

（支援対象者との続柄又は関係：　　　　　　　）

自宅： 携帯：

【親族等同意欄】

（支援対象者との続柄又は関係：　　　　　　　）

電子タグの購入　　　□　希望する　　　　　□　希望しない

＊親族以外による申請（介護保険施設等）の場合には、支援対象者の親族または、成年後見人等からこの事
業の利用にかかる同意を得てください。（支援対象者に親族等がいない場合を除く。）
　私は、支援対象者が本事業を利用することに同意します。
　また、本事業の利用にあたり、申請した情報を美浜町が管理し、支援対象者が迷い人となった場合、町が警
察や捜索協力者等に対して情報を提供することに同意します。電子タグ購入希望者は、行方不明時において
早期発見活動を行うため、Me-MAMORIOのタグ情報を町の端末機器に登録することに同意します。

電子タグ

住所：

氏名：

　電話番号　

申請者

氏　名

住　所

電話番号

支
援
対
象
者

フリガナ 性別 男　　・　　女

氏　名
生年
月日

介護支援専
門員

事業所名 氏　名

緊急連絡先

※申請者と異なる
場合のみ

氏　　　名

住　　　所

主治医等 主治医名

行　方
不明歴等

□無　□有

特　徴

頭髪：

要介護認定 　　未申請　・　申請中　　・　要支援　　１　　２　　・　要介護　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

美浜町

支　援　対　象　者　　(新規 ・ 更新 ・ 変更)　　登　録　申　請　書

　裏面の利用規約に同意した上で、美浜町認知症迷い人ＳＯＳ情報ネットワークにおける支援対象者の登録
について顔写真を添付して申請します。なお、この事業の利用にあたっては、申請された情報を町が管理し、
支援対象者が迷い人になった場合、町が警察や捜索協力者等に対して情報提供することに同意します。電子
タグ購入希望者は、行方不明時において早期発見活動を行うため、Me-MAMORIOのタグ情報を町の端末機
器に登録することに同意します。
　また、支援対象者が保護された場合は、速やかに引取り、その安全を確認することを約束します。

申請日 令和

住　所

M ・ T ・ S

(旧姓：　　　　)



［裏面］

美浜町認知症迷い人SOS情報ネットワーク支援対象者利用規約

（はじめに）

第1条 この規約は、美浜町認知症迷い人SOS情報ネットワーク事業実施要綱第5条の規定に基づき、美浜町

認知症迷い人SOS情報ネットワークの支援対象者における利用条件等について定めるものです。

（支援対象者の登録）

第2条 支援対象者（以下「対象者」という。）として登録できるのは、町内に在住し、認知機能の低下に

より行方不明になるおそれがある者とします。

2 申請者は、対象者を登録する場合には、支援対象者登録申請書（以下「申請書」という。）を町に提出

するものとし、その提出をもって本規約の記載内容に同意したものとみなします。

3 申請書の受付は、町の窓口業務受付時間内とし、登録に要する費用は無料とします。

4 町は、申請内容を確認の上、登録完了を支援対象者登録通知書により申請者に通知します。

5 町は、定期的に対象者に対する登録情報の確認をしますが、対象者に対する登録内容の変更又は登録を

廃止する場合は、申請者はすみやかに町へ連絡をしてください。

6 申請者及び対象者（以下「申請者等」という。）が、この規約に違反した場合やその他町が不適切と判

断した場合は、登録を抹消する場合があります。

（電子タグ）

第3条 前条の規定による登録をした申請者等は、電子タグ(以下「タグ」という。)を500円で購入できま

す。

2 申請者等は、前項の規定によりタグを購入した場合において、当該タグを故意又は重大な過失による故

障により修理し、若しくは紛失等の理由により再購入する場合の費用については、当該費用の全額を負

担していただきます。

3 更新に伴うタグの費用については、500円で再購入できます。

（迷い人情報の配信）

第4条 申請者は、対象者が迷い人となった場合に町指定の連絡先へ情報配信を依頼します。

2 町は、申請者から行方不明になった時の状況等と公開可能な情報を確認し、迷い人情報の配信文を作成

し、協力団体へ情報配信します。

3 申請者からの配信依頼は、24時間受付けますが社会通念上、適切ではないと思われる時間帯においては、

協力団体に対する情報配信を行わないことがあります。

4 迷い人情報の配信を受けた協力団体から町へ情報が入った場合は、町は申請者に報告するほか、必要に

応じた支援を行います。

5 町は、迷い人が発見された場合に協力団体に対して発見報告を配信します。

（免責事項）

第5条 町は、申請者等が事業を利用したことにより発生した損害及び申請者等が第三者に与えた損害など

について一切の責任を負いません。

（利用規約の変更）

第6条 この規約の内容の一部又は全部を申請者等への通告なしに変更する場合があり、この場合の利用条

件等は、変更後の規約によるものとします。

附 則

この規約は、平成28年10月1日から施行します。

この規約は、令和2年12月1日から施行します。


